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原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

第1179回 議事録 

 

１．日時 

 令和５年８月２４日（木）１０：１５～１１：１３ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ａ 

 

３．出席者 

担当委員 

 杉山 智之  原子力規制委員会 委員 

原子力規制庁 

 渡邉 桂一  安全規制管理官（実用炉審査担当） 

 小野 祐二  原子力規制制度研究官 

 奥 博貴   安全規制調整官 

 中川 淳   上席安全審査官 

 西内 幹智  安全審査官 

 中野 裕哉  安全審査官 

 坂本 悠哉  安全審査官 

関西電力株式会社 

 （対面での出席15名） 

田中 剛司  原子力事業本部 副事業本部長 

 今村 雄治  原子力事業本部 原子力発電部門 原子力保全担当部長 

 山田 輝之  原子力事業本部 原子力発電部門 原子力運用管理担当部長 

 四田 敬吾  原子力事業本部 原子力発電部門 保全計画グループ マネジャー 

 渡辺 彰規  原子力事業本部 原子力発電部門 保全計画グループ リーダー 

 西 貴仁   原子力事業本部 原子力発電部門 保全計画グループ リーダー 

 紅谷 英祐  原子力事業本部 原子力発電部門 保全計画グループ 担当 

 西浦 英明  原子力事業本部 原子力発電部門 放射線管理グループ マネジャー 
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 上市 陽二  原子力事業本部 原子力発電部門 放射線管理グループ リーダー 

 河瀬 健太郎 原子力事業本部 原子力発電部門 放射線管理グループ 担当 

 江田 学司  原子力事業本部 原子力安全・技術部門 安全技術グループ マネジャ

ー 

 長江 尚史  原子力事業本部 原子力安全・技術部門 安全技術グループ リーダー 

 藤原 正明  原子力事業本部 原子力発電部門 発電グループ マネジャー 

 藤田 泰彦  原子力事業本部 原子力発電部門 発電グループ 担当 

 二宮 賀久  東京支社 技術グループ マネジャー 

 （Webでの出席3名） 

 天野 洋一  原子力事業本部 原子力発電部門 保全計画グループ マネジャー 

 角一 将也  原子力事業本部 原子力発電部門 保全計画グループ 担当 

 北村 正志  原子力事業本部 原子力発電部門 放射線管理グループ リーダー 

 

４．議題 

 （１）関西電力（株）高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉の設置変更許可申

請（３号炉及び４号炉の蒸気発生器の取替え等）の審査について 

 （２）その他 

  

５．配付資料  

 資料１－１ 高浜発電所 原子炉設置変更許可申請 蒸気発生器取替え、蒸気発生器保

管庫設置及び保修点検建屋設置に係る設置許可基準規則の適合性及び審

査会合における指摘事項の回答について【放射性廃棄物、放射線からの

防護関係】  

 資料１－２ 高浜発電所３号炉及び４号炉 蒸気発生器取替えの概要について 

 資料１－３ 高浜発電所３号炉及び４号炉 蒸気発生器保管庫設置の概要について  

 資料１－４ 高浜発電所１号、２号、３号及び４号炉 保修点検建屋設置の概要につい

て  

 資料１－５ 高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 蒸気発生器取替え、蒸気

発生器保管庫設置及び保修点検建屋設置に係る設置許可基準規則の関係

性について  
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 資料１－６ 高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 設置許可基準規則への適

合性について（放射性廃棄物の処理施設）  

 資料１－７ 高浜発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準規則への適合性について（放

射性廃棄物の貯蔵施設）  

 資料１－８ 高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 設置許可基準規則への適

合性について（工場等周辺における直接線等からの防護）  

 資料１－９ 高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 設置許可基準規則への適

合性について（放射線からの放射線業務従事者の防護）  

 

６．議事録 

○杉山委員 ただいまから原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、第1179回会

合を開催いたします。 

 当方の接続の準備の関係で開始が遅れたことをお詫び申し上げます。 

本日の議題は、議事次第に記載の1件です。 

 また、本日はプラント関係の審査のため、議事進行は私、杉山が務めます。 

 また、本日の会合はテレビ会議システムを併用しておりますので、音声や映像に不具合

が生じた場合には、お互い、その旨を伝えるようお願いいたします。 

 それでは議事に入ります。 

 議題1、関西電力株式会社高浜発電所1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉の設置変更許可申

請（3号炉及び4号炉の蒸気発生器の取替え等）の審査についてです。 

では、関西電力は資料の説明を開始してください。 

○関西電力（田中） おはようございます。関西電力、田中でございます。 

 本日は、高浜3・4号機の蒸気発生器の取替え、蒸気発生器保管庫の設置及び高浜発電所

保修点検建屋に関わる第2回目の審査会合でございます。本日御説明させていただく項目

としましては、設置許可基準規則のうち放射性廃棄物、放射線からの防護関係に関わる基

準適合性の説明、並びに前回の審査会合でいただきました指摘事項への回答について、主

に資料の1-1を用いて説明させていただきます。 

 進行の区切りでございますが、前回会合での指摘事項の回答から始めまして27条、28条

の条文適合性を説明したところで一旦区切らせていただきまして、その後、残りの29条、 
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30条の適合性を御説明させていただければと思っております。 

 それでは、弊社放射線管理グループの河瀬から説明させていただきます。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬でございます。 

 私から、資料1-1を用いて御説明をいたします。 

右肩1ページをお願いします。資料については、前回の審査会合におけるコメント内容、

それらに対するコメント回答、設置許可基準規則の適合性の整理という構成としておりま

す。今回の説明の中で蒸気発生器をSGと表現させていただきます。 

それでは、右肩2ページをお願いします。こちらが6月15日の審査会合でいただいたコメ

ントリストとなっておりますが、そのうち本日はNo.4～6について回答させていただきま

す。 

右肩3ページをお願いします。コメントNo.4、SG保管庫の保管能力について、廃棄物等

の保管形態を加味しても保管可能なものなのか説明を充実することについて御説明します。 

 廃棄物の保管形態においては既設の保管庫と同様の保管形態とし、搬入作業の容易さ等

を考慮し配置を検討します。また、保管管理の観点から、発生する廃棄物の配置設計につ

いては巡視点検通路などの作業スペースを考慮し配置します。 

 下に示す表の左から順に廃棄物の種類、保管形態、保管に関する諸条件を示しており、

そのうち保管形態で整理しますと二つに分類されます。上段はSG本体そのもので、SG本体

は保管庫の床面から立ち上がったコンクリート状の保管台にスキッドと呼ばれる固縛架台

とともに床面より少し高い位置に保管いたします。 

 次に、下段はSG本体以外の既設取り外し品などに対する保管形態となりまして、これら

の廃棄物は大きさに応じて鉄製の専用保管容器に収納することとし、床面の耐荷重や保管

の高さなどを考慮し、2段～3段までの段積みにして省スペース化を図ることとしています。

先ほどSG本体で御説明したとおりSG本体の下部にはスペースができますので、このスペー

スも活用して保管容器を配置します。 

 右肩4ページをお願いします。こちらの図は、先ほど御説明した保管形態で配置した平

面図及び立面図となります。左の平面図、建屋右側に斜線にて示しているところが機器搬

入口となっており、こちらからSGを運び入れることとなります。右側の立面図を見ていた

だくと、それぞれの保管容器はスペースに応じて段積みしていることが示されております。

なお、各保管容器の間には約400mm以上のスペースを設けることによって巡視点検等に支

障を来さないよう配慮することとした配置設計としています。 
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 右肩5ページをお願いします。こちらは廃棄物全体の保管容量などをまとめた資料です。

SG取替えに伴い発生する廃棄物の容量は下の表に示すとおり約1,300m3であり、床面積と

しては約810m2となります。これらの保管物に対しては定期的な巡視点検を実施していく

必要がありますので、それぞれに必要なスペースを考慮した結果、建屋床面積を1,600m2

とすることで適切に管理できる配置設計と考えております。 

 以上がNo.4に対するコメント回答となります。 

 右肩6ページをお願いします。コメントNo.5、「本文五号ヌ．（3）その他主要事項」の

記載について、液体廃棄物の処理を記載していないことの考え方を説明することについて

説明します。 

 液体廃棄物の処理に係る設備は「本文五号ト．（2）液体廃棄物の廃棄設備」に整理し

ており、保修点検建屋内に設置するサンプタンクなどもこの設備に属しますので、「本文

五号ヌ．（3）その他主要事項」には記載をしておりません。 

なお、「本文五号ト．（2）」に記載の設備は液体廃棄物の処理に係る主要な設備であ

り、中ほどの図中の赤枠で示す設備となります。今回申請する保修点検建屋内に設置する

サンプタンクなどの主要以外の設備については、添付八のほうに記載をしております。 

 以上がNo.5に対するコメント回答となります。 

 右肩7ページをお願いします。コメントNo.6、2006年から2019年の変更に伴い、風速、

風向、大気安定度などにどのような傾向があるかについて御説明します。 

 発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針を踏まえ、下に示す表の＊1のとおり代

表の気象資料が至近の代表年を除く10年間の気象資料による検定を行い、至近の気象条件

と比較して代表性があるか検定を行っています。2006年から2019年の気象資料変更に伴う

風向、風速、大気安定度の出現頻度及び被ばく影響について、概要を表にまとめておりま

す。記載のページにて個別に後ほどデータをお示しします。 

 概要ですが、風向については2006年、2019年ともに年間を通じて北西の風が多く出現し

ており、風向の傾向については違いはありません。風向に関する被ばく評価への影響につ

いては、風向の16方位の評価地点を対象に被ばく線量が最大となる評価地点を求めており、

2006年と2019年では風向の傾向に違いはないことから評価に影響を与える可能性は低いと

考えております。 

 風速については、年平均風速は2006年2.3m/s、2019年は2.1m/sとなっております。これ

は、低風速の出現頻度が2006年と比較し2019年が増加したことにより年平均風速が2019年



6 

のほうが低くなったものです。低風速の出現頻度が増加すれば拡散しにくくなり、被ばく

評価には厳しい結果を与える可能性があります。 

 次に、大気安定度の出現頻度は、2006年と2019年を比較すると、ともに年間を通じてD

型が多く出現しております。A型からF型になるにつれ広がりパラメータは低下し、評価上

厳しい結果を与えますが、大気安定度の年間出現頻度の傾向に大きな違いがないことから

被ばく評価への直接的な影響はないと考えます。 

 続いて、右肩8ページをお願いします。風向について御説明します。本図は高浜発電所

敷地内の風配図となります。2006年、2019年ともに北西の風が多く出現しております。風

向の傾向に違いはなく、評価に与える影響については低いというふうに考えております。 

 右肩 9ページをお願いします。次に全風速についてですが、年平均風速は2006年が

2.3m/s、2019年が2.1m/sであり、僅かに低下しております。 

 続いて、右肩10ページをお願いします。低風速の出現頻度について比較したところ、

2006年が47％で2019年が51.7％であり、2019年のほうが低風速の出現頻度が増加しており

ます。大気拡散評価への影響については、基本拡散式により風速が小さいほど地表空気中

濃度は大きくなるため、低風速の出現頻度が増加すれば評価に厳しい結果を与える可能性

があります。 

 右肩11ページをお願いします。続いて大気安定度についてですが、中ほどの表及び右図

のグラフから大気安定度の出現頻度に大きな違いがないことを確認しています。 

 続いて、右肩12ページをお願いします。前ページまでで説明してきました気象資料の変

更に伴う平常時被ばく（大気拡散）評価への影響について御説明します。希ガス、気体中

のヨウ素濃度が最大となる方位である南南東の気象資料の特徴としては、一つ目の表に示

すとおり有意な風速の変化、つまり風速逆数の平均の増加は見られず、二つ目の表に示す

とおり風の出現頻度が増加しております。平常時被ばく評価に用いる大気安定度別風速逆

数の総和は、2006年に比べ2019年が1.3倍～3.6倍に増加することにより評価地点の濃度は

増加します。 

 右肩13ページをお願いします。大気拡散評価の評価式では放射性物質の濃度と風速逆数

の総和は比例関係にあり、前ページで示しました大気安定度別風速逆数の総和が増加する

ことから評価地点の濃度は増加し、被ばく評価値は増加します。希ガスの場合ですと中ほ

どの表のとおり、南南東において1.4倍となっております。 

 以上がコメントNo.6に対する回答となります。 
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 続いて、右肩14ページをお願いします。本ページからSG取替え、SG保管庫設置及び保修

点検建屋設置に伴う設置許可基準規則第27条から30条までの適合性の整理を御説明します。 

 下に示す表には整理結果の概要全体像を示しております。表中の記号については欄外に

記載のあるとおり、黒丸については本申請の適用条文のうち今回の申請の中で適合性を説

明する必要がある条文、白丸は本申請の適用条文のうち既許可の設計方針にて申請対象設

備の適合性を確認できる条文としております。なお、同様の表が複数回出てきますが、こ

ちらの記号と解説を用いております。また、各整理の考え方については、赤の囲いで示し

ているページにおいて個別に御説明します。 

 それでは、右肩15ページをお願いします。こちらは設置許可基準規則第二十七条、放射

性廃棄物の処理施設の適合性について、上側に規則の規定内容、下側に27条1項1号に対す

る既許可の設計方針、本申請における設計方針、関係性を表に示しております。27条1項1

号に関しましては、SG取替え及び保修点検建屋は黒丸に該当すると考えており、個別に御

説明をします。 

 続いて、右肩16ページをお願いします。こちらは設置許可基準規則第27条1項2号、1項3

号に対する既許可の設計方針、本申請における設計方針、関係性を表に示したものになり

ます。1項2号についてはSG取替え及び保修点検建屋設置について黒丸に該当すると考えて

おり、個別に御説明します。1項3号については、SG取替え、SG保管庫設置、保修点検建屋

設置は固体廃棄物の処理施設でないことから関係しないと考えており、保修点検建屋で実

施する切断作業は第30条の放射線防護上の措置を講じて実施すると整理しているため、バ

ツと整理をしております。 

 右肩17ページをお願いします。第27条1項1号に関しては平常時被ばく評価を実施してお

り、本ページから20ページにかけて評価について御説明をします。本ページについては評

価の概略、評価フローを示しております。フローに示すとおり、SG取替え、保修点検建屋

設置に伴う各項目の影響を赤字で記載し、最終的には施設周辺の一般公衆の被ばく線量を

評価しております。赤の囲いで示しているページにおいて、個別に御説明します。 

 右肩18ページをお願いします。まず初めに、SG取替えによる1次冷却材中の放射能濃度

への影響を御説明します。SG取替えによって伝熱管の直管長が長くなることに伴い1次冷

却材保有水量が僅かに増加する希釈効果によって、1次冷却材中の放射能濃度は下に示す

表のとおり僅かに低下をします。 

 続いて、右肩19ページをお願いします。前ページで御説明したとおり1次冷却材中の放
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射能濃度が低下しますが、本ページにて1次冷却材中の放射能濃度が低下したことによる

気体・液体廃棄物の放出量への影響を説明します。気体廃棄物放出量については、1次冷

却材中の放射能濃度の僅かな低下とホウ酸回収装置で処理される1次冷却材抽出水量の増

加に伴う放出量の増加の影響が相殺され、気体廃棄物の放出量は表に示すとおりほとんど

影響しません。 

次に、液体廃棄物放出量については、ホウ酸回収装置で処理される1次冷却材抽出水量

の増加に伴い液体廃棄物放出量が増加しますが、従来から液体廃棄物放出量は運用を考慮

して保守的に設定しており、この値を超えないことから液体廃棄物放出量に変更はありま

せん。 

また、保修点検建屋に伴うドレンについては、発生量のうちの半量は従来より3・4号炉

で発生したもので、実質の増量分は1・2号炉分のみとなります。これは3・4号炉の全体ド

レン発生量に対して約2％に相当し、放出放射能量では液体廃棄物放出量の全体に比べ僅

かであるため評価に影響しません。 

続いて、右肩20ページをお願いします。前ページにて説明したSG取替えに伴う気体・液

体廃棄物の放出量の変更を受け、平常時被ばく評価を実施した結果を説明します。今回評

価に当たっては、大気拡散評価に用いる条件のうち、①番として気象資料の更新、②番と

して放出源の有効高さの更新を反映しております。これらによる被ばく評価への影響につ

いて比較した結果を下の表にて示しております。 

1行目に示すとおり既許可では年間約11μSvですが、2行目に示すとおりSG取替えを反映

した場合でも同じく約11μSvと変更はありません。さらに、3行目では①の気象資料の更

新を反映した結果として約15μSvに増加します。さらに加えて、4行目については②の放

出源の有効高さの更新を反映した結果として約15μSvとなり、②の放出源の有効高さの更

新による影響は見られません。結果として、線量目標値の年間50μSvを下回っていること

を確認しています。 

右肩21ページをお願いします。液体状の放射性廃棄物の処理施設に関して、保修点検建

屋では、保修点検建屋で行う作業から発生するドレンについて、作業エリアから地階の廃

液処理室に設置する保修点検建屋サンプタンク経由で保修点検建屋廃液モニタタンクに集

積し、液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止し、及び原子炉施設外へ液体状の放

射性廃棄物が漏えいすることが防止できる設計とします。 

図に示しますように、建屋で集積した液体廃棄物は事前に放射能濃度を測定した上で3



9 

号炉及び4号炉共用の補助建屋サンプタンクに運搬し、3号及び4号炉共用の廃液処理施設

にて処理します。なお、液体廃棄物の増量分は全体の発生量に比べて僅かであることから、

処理能力に影響はありません。 

 ②のSG取替えに関しましては、取替えによって1次冷却材の抽出水量が僅かに増加しま

すが、既許可の冷却材貯蔵タンクの液体廃棄物量に対して僅かであることから既設の処理

能力に影響せず、既存の漏えい防止対策に変更はありません。 

 右肩22ページをお願いします。保修点検建屋に設置する液体廃棄物処理設備の設計につ

いて御説明します。上段の表では建屋内で発生する液体廃棄物の量を整理しております。

各分解点検はそれぞれ独立した点検ですが、仮に分解点検の液体廃棄物が発生する作業が

同時に実施された場合、最大の液体廃棄物量は表中の赤枠で囲んだ値の合計値の3.8m3と

なります。3.8m3の液体廃棄物が発生した場合においても、サンプタンクを経由しモニタ

タンクにて十分貯蔵できる設計としています。また、作業中については定期的に液体廃棄

物を運搬容器にて既設の3・4号炉補助建屋サンプタンクに運搬します。 

 続いて、右肩23ページをお願いします。こちらは、設置許可基準規則第28条の適合性を

説明します。SG保管庫設置に係る28条1項1号及び1項2号の両項については黒丸に該当する

と考えており、記載のページにて個別にて説明をいたします。 

 続いて、右肩24ページをお願いします。こちらの資料につきましては、さきのコメント

回答にて御説明しており割愛をさせていただきます。 

 右肩25ページをお願いします。27条1項1号への対応としまして、SG保管庫については地

上式鉄筋コンクリート造りの独立した建屋によって放射性廃棄物が漏えいし難い設計とし

ております。また、28条1項2号の対応としては、図に示しますとおり旧SGはシールプレー

ト等にて管台部を封止し、それら以外の廃棄物は容器に封入し、放射性物質による汚染が

広がらないものとした設計としております。 

 以上で28条までの説明について終了します。 

○杉山委員 では、ここまでの範囲で質問、コメント等、お願いいたします。 

 坂本さんですか。お願いします。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁の坂本です。 

 私からは大きく3点。気象資料の更新に当たっての気象測器や設置位置についてと、27

条関係で保修点検建屋で行う切断作業について、あと28条関係でレストレイントの一時保

管について質問します。 
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 まず、気象資料の更新関係なんですけど、今回、資料の1-1の7ページから傾向と変更に

ついて説明していただき、それは理解しました。一つ確認なんですけど、今回、気象資料

を2006年から2019年に変更するに当たって、観測方法として気象測器やその設置位置に変

更がないのかを説明してください。 

○関西電力（藤田） 関西電力の藤田です。 

 御質問に御回答いたします。今回の申請内容としては、観測装置として微風向・微風速

計と温度計を更新しております。具体的には、微風向・微風速計については、本設の風

向・風速計の測定範囲が広がったことから運用の必要がなくなったため設備撤去を行って

います。また、湿度計についても旧式の毛髪式から電気式に仕様を変更しております。な

お、この更新については、気象業法の検定を受けて観測装置の性能が合格基準を満足して

いるか等を確認してデータの計測性に配慮した上で更新を行っております。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 ということは、変更はありますが、気象の記録の連続性というか、自体は担保されてい

ると、そういうことでよろしいですか。 

○関西電力（藤田） そのとおりです。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 承知しました。そうしたら具体的な設置位置とか機器の種類とか、そういうものを資料

に充実していただくよう、よろしくお願いします。 

○関西電力（藤田） 関西電力の藤田です。 

 拝承いたしました。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 続いて、27条関係で参考資料のほうになるんですけど、資料1-1の49ページの図、お願

いします。そこに作業現場から固体廃棄物の処理までの概要フローというフロー図につい

て質問なんですけど、これ、第30条1項1号に基づく作業というのと第27条1項3号に基づく

廃棄物処理に分けて描いてあると思うんですけど、30条第1項1号は放射線業務従事者に対

する条文で、27条1項3号の要求事項の観点とは異なっていて、どちらかがどちらかという

選択するものではないと認識しているんですけれども、フロー全体について考え方を説明

してください。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 今回、P49にてお示ししました意図としましては、作業現場及び保修点検建屋での切断
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作業についてが、ここでいう赤枠の左側に囲っています切断作業というものが30条1項1号

に基づく作業であることを明示するためにこのフローを整理したものであり、当然、右側

の固体廃棄物固型化処理建屋で行われる作業についても30条1項1号に基づく作業には該当

するというふうに考えております。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 この図上で分けているけど全体にはかかると、そういう認識ですか。 

○関西電力（河瀬） おっしゃるとおりです。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 考え方については分かりました。 

 次に廃棄物の切断作業の関係なんですけど、今回、保修点検建屋で切断作業を行う目的

について質問させていただきます。保修点検建屋では点検作業とか今回の切断作業など

様々な作業を行うと思うんですけど、固体廃棄物の切断であれば、この図にも描いてある

ベイラとかが置いてある固体廃棄物の処理建屋とかで行えると思いますし、保修点検建屋

に運搬する手間もかかると思うんですけど、保修点検建屋で切断作業をするという目的に

ついて説明してください。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 保修点検建屋で切断作業を実施する目的につきましては、定期検査等で系統から取り外

した機器などのうちサイズが大きいもの、具体的にはサポートや配管等については、運搬

用のドラム缶に収納できないものを大型の保管容器に一旦入れて運搬した後に、固型化処

理を行うために運搬用ドラム缶に収納できるサイズというものに切断をする必要がありま

す。 

本作業については従来、燃料取扱建屋などで実施してきたんですけれども、新規制基準

対応にて新しい設備を設置したことなどにより作業可能なエリアというものが狭くなり、

保修点検建屋にて必要なスペースを確保することで作業安全性の向上、加えて作業時間の

短縮によるものと、あと線量当量率の低い環境でできるという観点で被ばく低減というも

のを図ることができるというふうに考えております。 

 また、固体廃棄物固型化処理建屋でなぜ行えないのかという観点の質問に関しましては、

固体廃棄物固型化処理建屋については設備の設計上、ドラム缶でしか受け入れることがで

きない設計となっておりまして、運搬用ドラム缶に収納するための切断作業というものは

別の場所で実施する必要があるというふうに考えております。 
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○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 切り出してから保修点検建屋に運ぶときには大きいままで運ぶって、そういう認識です

か。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 おっしゃるとおりで、切り出したときは大型の、ボックスパレットなどの大型の容器に

入れた状態で運びます。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 そこで行う目的については理解しました。保修点検建屋という名前だといろいろ分かり

づらいこともあると思うんで、切断作業を行う目的について資料を充実していただければ

と思います。 

○関西電力（河瀬） 資料の充実、承知しました。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 同じく27条関係で、保修点検建屋で行う切断作業について同じく質問なんですけど、資

料1-1の50ページ、その次のページのところで「粉塵が発生する作業においては、仮設の

グリーンハウスを設置し」と仮設の対応をするというふうに書いてあるんですけど、これ

は保修点検建屋自体の機能に期待するわけでは、粉じんの発生とかの散逸防止を期待する

わけではなく、仮設のグリーンハウスとかフィルター等で運用の中で散逸防止等の必要な

措置を取っていくと、そういう理解でよろしいですか。説明してください。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 おっしゃるとおりです。保修点検建屋で実施する切断作業につきましては、管理区域全

域で行われる放射線防護上のリスクが低い一般的な作業というふうに51ページでもお示し

しておりますように考えておりますので、建屋自体に散逸し難い設計というものを期待す

るものではありません。運用の中で仮設のグリーンハウスを設置して対応するという方針

でございます。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 今の説明で、第27条1項3号の要求事項として関係性がバツというのは、固体廃棄物の切

断ではあるんですけど、保修点検自体の、建屋自体の機能で担保しているわけじゃないの

で該当しないと、そういうことで理解しました。 

 一方で、切断作業自体というのは処理過程に該当するんではないかなと思っていて、こ

の後に多分ベイラで圧縮減容するとか、そういう処理の前段階として一応実施しているも
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のではあるという意味では、この切断作業というのは固体廃棄物処理に関係する運用の側

面もあると考えているので、再度、要求事項との関係について整理して説明していただけ

ますでしょうか。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 承知しました。今後、説明させていただきます。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 よろしくお願いします。 

 続いて28条関係になるんですけど、ちょっとパワポの資料ではないんですけど、準備し

ていただいた1-3の資料の11ページをお願いします。こちらに先行撤去するレストレイン

トを一時的に外部遮蔽壁保管庫に保管するということが書いてあると思うんですけど、こ

のレストレイントというのは耐震とか、そういうためにつけているものではなくて、配管

破断に対する対策としてつけていたもので、でも現在はLBBの概念を適用しているので必

要なくなったんでということでという理解でよろしいですか。 

○関西電力（四田） 関西電力の四田でございます。 

 その理解で構いません。おっしゃるとおりです。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 ありがとうございます。その上でなんですけど、この外部遮蔽壁保管庫というのは、一

応、既認可では保管容量が、保管容器の表面線量率が1μSv/h以下で、それが保管容量満

杯に入っても評価できるという、満杯の状態で保管できるということを評価していて、今

回、レストレイントの表面線量率と、あとは容量ですか、今の保管庫の容量を見ると一応

保管できますということが多分この説明で書いてあるというふうに理解していますと。 

 ただ、本文五号の記載では保管物を限定しているように見えるので、今回、レストレイ

ントをこの保管庫に保管するためには設置許可本文を変更する必要があるんではないかな

というふうに認識しているんですけれども、考え方を説明してください。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 おっしゃるとおりでして、資料の1-3のほうには保管容量などに問題がない旨の記載を

しておりますけれども、現状の本文とは整合が取れておりませんので、本文の記載の変更、

また変更の要否も含めて再整理し、改めて御説明をさせていただきます。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 じゃあ、また議論は今後行っていくと、そういう理解でよろしいですか。 
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○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 おっしゃるとおりで、その理解です。問題ありません。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 ありがとうございました。 

 私からは以上です。 

○杉山委員 ほかにございますか。 

○西内安全審査官 規制庁の西内です。 

 資料1-1の25ページ目をお願いします。SG保管庫の具体的な、最終的には設工認の際に

もまた確認をさせていただくとは思うんですけれども、遮蔽の構造の計画の部分で少し確

認をさせてください。 

 平面図の右側のほうにあるの、斜線が入っている部分、これは機器搬入口という理解を

しているんですけど、ここの部分の具体的な構造。例えば、既設のSG保管庫だとノックア

ウトウォールとかを立てたりとか、そういった計画にもなっていると思うんですけど、そ

この部分を少し説明をいただけますか。 

○関西電力（渡辺） 関西電力の渡辺でございます。 

 おっしゃるとおりでして、既設保管庫と同様のノックアウトウォールで今、計画してご

ざいます。 

 以上です。 

○西内安全審査官 規制庁、西内です。 

分かりました。今の資料上だと、搬入口以外の部分は、もうコンクリート壁ということ

で十分理解はできるんですけど、搬入口部分の遮蔽設計も含めた構造がいまいち読み取れ

ない部分もあるので、少し構造というところで資料の充実化というところをお願いできれ

ばと思います。 

具体には、もう既設と同じような設計のイメージになるんですかね。既設のSG保管庫と。 

○関西電力（渡辺） 関西電力の渡辺です。 

 既設の保管庫と、ほぼコンセプトは同じになります。 

○西内安全審査官 規制庁、西内です。 

 分かりました。審査資料のほうの充実化のほうをお願いしてもよろしいですか。 

○関西電力（渡辺） 承知しました。 

○西内安全審査官 よろしくお願いします。 
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 あと、ちょっと、すみません、先ほど坂本とのやり取りであった、同じ資料の51ページ

のところで少し話もあったんですけど、ここの説明って30条と整理している理由という話

になっていて、先ほど、冒頭、坂本のほうから30条と27条っていわゆる二者択一的な性質

のものじゃないよねと、そういう話をさせていただきましたけれども、多分ここの51ペー

ジの説明も若干そういうような節で説明をされているような記載になっているので。 

先ほど坂本から話をしたように、少し固体廃棄物の処理、保修点検建屋における切断作

業というものがどういった位置づけになるのか、固体廃棄物の処理施設、保修点検建屋自

体は処理施設ではないんだけど、ただ固体廃棄物の処理過程ではあるよねと。だから一連

の運用として必要なことを説明するという、そういう理解を今、私はしたんですけど。そ

ういった観点で資料を全体的に少し見直して整理をいただいて説明をいただければと思い

ますが、お願いしてもよろしいですか。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 拝承しました。資料を見直しまして今後、御説明させていただきます。 

○西内安全審査官 規制庁、西内です。 

 よろしくお願いします。私からは以上です。 

○奥調整官 規制庁、事務方からの質問事項は以上になります。 

○杉山委員 ありがとうございます。 

 それでは、関西電力は資料の残りの部分の説明をお願いします。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 それでは26ページ、29条の適合性のところから説明のほうを再開させていただきます。

本ページにおきましては、設置許可基準規則第29条の適合性を御説明します。下の表に示

しますように、SGの取替え及びSG保管庫の設置、保修点検建屋設置については29条1項に

黒丸に該当するというふうに考えており、記載しているページにて個別に御説明をします。 

 右肩27ページをお願いします。今回、建屋を施設するSG保管庫、保修点検建屋の敷地境

界における直接線、スカイシャイン線の評価に当たっては、まず、各々の線源を設定する

必要があります。上段の表にSG保管庫、中ほどの表に保修点検建屋における線源の設定状

況を示しております。線源については敷地境界への影響を考慮して代表的なものを選定し、

線量率については過去の測定結果などから設定をしております。 

 なお、下側のほうにSG取替えの影響について御説明をしております。SG取替えについて

は、既許可に記載している設計方針が妥当なことについて確認をしております。SGからの
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敷地周辺の空間線量率は2次遮蔽及び外部遮蔽の効果を用いて評価をしておりますが、今

回の申請において、これらの遮蔽に変更はなく、SGの体積が増加したことによるN-16濃度

の低下により僅かに減少しますが、影響については僅かであることから線量評価値のほう

は変更しておりません。 

 続いて、右肩28ページをお願いします。前のページで示しましたとおり、SG保管庫、保

修点検建屋では線源を設定した後に遮蔽厚のほうを設定しております。SG保管庫及び保修

点検建屋の遮蔽厚については上の表に記載しているとおりであり、鉄筋は評価上コンクリ

ートとして扱うなどの保守性を考慮した評価を行っております。線量評価については、既

許可で使用実績のあるコードのほうを使用して行っております。また、下半分については、

線源や遮蔽の位置関係を示す形状図の例について掲示をしております。 

続いて、右肩29ページをお願いします。前ページまでで説明した条件、方法で評価を実

施した結果としまして、SG保管庫及び保修点検建屋からの直接線及びスカイシャイン線に

よる工場等周辺の空間線量率評価結果については、表に示すとおり年間36.7μGyとなり、

目安値の年間50μGyを下回っております。 

続いて、右肩30ページをお願いします。このページからは30条に関する適合性を御説明

します。本ページは規定内容を示しております。 

続いて、右肩31ページをお願いします。まず、SG取替えに係る30条の適合性について下

の表に示しております。白丸と整理しております1項1号について、次のページで御説明し

ます。 

右肩32ページをお願いします。SGについては取替え前と同様に原子炉格納容器内の2次

遮蔽内に設置され、また、その外側は遮蔽設計区分Ⅳとしており、また放射線管理上の運

用についても変更はない、遮蔽及び遮蔽設計区分、あと運用の観点から変更がなく、既許

可の設計方針にて申請対象設備の基準適合性を確認しております。 

続いて、右肩33ページをお願いします。次に、SG保管庫設置に係る30条の適合性につい

て、各項・号に対する関係性を表に示しております。黒丸と整理しております1項1号につ

いて、次のページ以降で御説明します。 

 右肩34ページをお願いします。本ページ以降、施設の遮蔽設計について御説明をします。 

まず、遮蔽設計の方針としましては、放射線業務従事者等が受ける線量が年間50mSvの

線量限度以下に管理できるよう放射線業務従事者等の関係各場所への立入頻度、滞在時間

等を考慮し、下に示します四つの区分を設け、また設定の考え方から区分ごとに基準設計
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線量率を設定しております。 

右側には遮蔽設計の概略フローを示しております。図に示すとおり線源の設定、区分の

設定、遮蔽圧の算定、線量率評価、設計基準線量率を満たす確認といった流れになり、次

のページから順を追って御説明します。 

右肩35ページをお願いします。前ページのフローで示しましたとおり、まずは線源の設

定を行います。SG保管庫の遮蔽設計における機器等の線源の設定については、上側の表に

あるとおり、定期検査時に測定したSGの線量測定結果などにより旧SGと除染廃棄物を線源

に設定をしております。 

 続いて、遮蔽設計区分の設定については、下の図に示しますとおり既設のSG保管庫と同

様に遮蔽設計区分Ⅳを設定しています。 

続いて、右肩36ページをお願いします。上のところで必要な遮蔽厚を算定し設定すると

いう評価を示しております。点減衰核積分法を用いた遮蔽解析コードを、過去の許認可か

ら使用実績があるコードを用いて表のとおり遮蔽厚を設定しております。 

 また、右下の図に示しますように、設定した遮蔽厚から遮蔽設計区分Ⅳを含む遮蔽外表

面の線量率が最大となる評価点における線量率を評価し、遮蔽設計区分Ⅰ、基準線量率と

しましては2.6μSv/時間以下を満足することを確認しております。 

 続いて、右肩37ページをお願いします。遮蔽設計区分のうち第Ⅳ区分については、以下

の対策を講じることで放射線業務従事者の防護を図る設計としております。放射線業務従

事者の被ばく管理については、そこに記載しております作業管理及び個人管理によって放

射線業務従事者の被ばく線量の低減を図ります。 

 また、下に示しますとおり、前項までの対策によって放射線業務従事者が受ける線量は

線量限度以下に管理しますが、既設のSG保管庫における巡視点検及び保管量確認の年間被

ばく線量の実績は0.01人・mSv以下であり、新たに設置するSG保管庫も同等の年間被ばく

線量になるものと推定をしております。 

 続いて、右肩38ページをお願いします。保修点検建屋設置に係る30条の適合性を以下の

表に示しております。1項1号、2項、3項について黒丸に該当するというふうに考えており、

次のページ以降で御説明をします。 

 右肩39ページをお願いします。保修点検建屋の遮蔽設計の方針については、SG保管庫と

同様となっております。また、遮蔽設計のフローについてもSG保管庫と同様となっており

ます。 



18 

 また、下に示します表に保修点検建屋での機器などの線源を示しております。作業の機

器類などを対象として、定期検査時に測定した線量測定結果などから線源を設定しており

ます。 

 続いて、右肩40ページをお願いします。図に示しますように、保修点検建屋内の作業エ

リアの計画から各エリアの遮蔽設計区分を図に示すとおり設定をしております。なお、遮

蔽厚については、過去の許認可で使用実績がある遮蔽解析コードを使用して評価を行って

おります。結果については右肩42ページでお示しします。 

 続いて、右肩41ページをお願いします。遮蔽厚の設定におきましては、作業場所ごとに

線源を設定し、隣接する区域の遮蔽設計区分を満足するように必要な遮蔽厚を算定します。 

例えば、右図に示しますように作業時にⅣ区分となる1階の工具室の例を示しておりま

す。作業時にⅣ区分となる場合においても、右下のように隣接する区域がⅡ区分となるよ

うに遮蔽厚を設定します。一方で、線源から隣接区画までの距離減衰が期待できる場合に

ついては遮蔽は不要であり、図では点線のほうでお示しをしております。 

続いて、右肩42ページをお願いします。従来から実績のあるコードを用いて評価をした

結果について、左側の表に示しております。左側に示す表については、線量評価値の代表

例となっております。 

例えば、前ページで御説明した1階工具室からの線源を想定した場合については、右側

に隣接する区画の評価点④における線量評価値を御説明します。線源として隣接する1階

工具室の工具を想定し、表に示すとおりの遮蔽厚を設定した場合に、評価点④における線

量評価結果は0.01mSv/時間未満となり、区分Ⅱの基準線量率を満たしていることを確認し

ております。 

 続いて、右肩43ページをお願いします。遮蔽設計区分Ⅳについては、SG保管庫と同様の

対策を講じることで放射線業務従事者の防護を図ります。なお、一例としまして、保修点

検建屋で実施する1次冷却材ポンプのインターナル除染作業の実績の被ばく線量の例とし

ては個人最大で0.42mSvであり、保修点検建屋における同作業についても同等の被ばく線

量になるものと推定をしております。 

 続いて、右肩44ページをお願いします。30条2項への対応としまして、保修点検建屋で

は放射線から放射線業務従事者を防護するために換気空調設備、出入管理室に出入管理設

備、汚染管理設備、試料分析関係設備、及び作業エリアにエリアモニタを設置し、放射線

から放射線業務従事者を防護します。 
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 また、下に示しますとおり、30条3項への対応としましてはエリアモニタの警報を中央

制御室などに発信する設計としております。 

 右肩45ページをお願いします。まとめとしまして、高浜発電所3号炉及び4号炉のSG取替

え、3号炉及び4号炉共用のSG保管庫設置及び1～4号炉共用の保修点検建屋設置に関しまし

て、設置許可基準規則の第27～30条に適合しているものと考えております。 

 説明は以上です。 

○杉山委員 ただいまの説明に対しまして、質問、コメント等、お願いします。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 私から、30条関係で幾つか質問します。 

 まず一つ目なんですけど、資料1-1の34ページなんですけど、34ページに遮蔽設計の概

略フローというフローが描いてありまして、そこのb.に作業場所からエリアごとの設計基

準区分、遮蔽区分を設定というように記載されているんですけど、今回、蒸気発生器保管

庫と保修点検建屋ともに設定の具体的な根拠というものが特に書いていないように見えま

して、どういうふうに遮蔽設計区分を決めたのか。多分エリアごとに作業時間とか運用と

かあると思いますので、そういうものを含めてそれぞれ説明してください。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 おっしゃるとおりで、作業時間のほうを考慮して設定をしております。遮蔽設計基準の

うち左側、34ページ左側の表に示しますとおり、設定の考え方の中に立入時間が考慮され

ているものというのは区分Ⅱ及びⅢになるため、区分ⅡとⅢで行われる作業については遮

蔽設計基準設定の考え方に作業時間に応じた時間となっております。 

 一例としまして、作業時に区分Ⅱとなるエリアとしましては、1階のRCP、1次冷却材ポ

ンプのモータ点検エリア、これは40ページでお示ししている1階の右側のエリアになるん

ですけれども、こちらについては作業時間というのが1人当たりの最大でおよそ年間2,000

時間となるというふうに想定をしておりまして、34ページで示すⅡ区分で想定している立

入時間の2,400時間以内になるというふうに考えております。 

 また、40ページに示します2階の資機材仮置きエリアについては、こちらは区分Ⅲなん

ですけれども、作業時間については1人当たり年間で約200時間というふうに想定をしてお

りまして、34ページで示しますとおりⅢ区分で想定している立入時間の350時間以内とい

うふうに考えております。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 
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 区分の設定については理解しました。区分について、多分、既設の蒸気発生器保管庫等

で前例もあると思いますんで、前例を踏まえて一応全エリアについての資料の充実をお願

いします。 

○関西電力（河瀬） 関西電力、河瀬です。 

 資料の充実、承知しました。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 続いて、同じく30条についてなんですけど、資料1-1の42ページ。42ページに保修点検

建屋の遮蔽評価について書いてあると思うんですけど、この図と表を見ると、2階から1階

への影響評価はしているように見えるんですけど、線量の高い地階の液廃室から1階への

影響評価ってしているのか、ちょっとこれでは見えないので説明してください。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 地階から1階への評価については、考慮した上での遮蔽設計としております。具体的に

は、地階の廃液処理室から1階の評価を行いまして天井の遮蔽圧を設定しまして、上側に

値します1階のエリアで第Ⅱ区分の基準である0.01mSv以下であることを確認しております。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 評価しているんであれば、資料に記載をお願いします。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 資料に追加のほう、いたします。 

○坂本安全審査官 原子力規制庁、坂本です。 

 私からは以上です。 

○杉山委員 ほかにございますか。 

○西内安全審査官 規制庁、西内です。 

 この30条関係でもう少し確認をさせてほしいんですけど、40ページの図の中で先ほど説

明の中にもあったRCPモータ点検エリア、1階の右側のほうのエリアですね、ここと、あと

隣の機器搬入エリアの間、点線部分、これは説明にもありましたけど、これは特に補助遮

蔽とかを設置しないつうつうの状態だと思っているんですけど、その理解でまずよかった

ですよね。 

○関西電力（河瀬） 関西電力、河瀬です。 

 おっしゃるとおりです。 

○西内安全審査官 規制庁、西内です。 
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 その上でなんですけど、同じ資料の42ページのところで、右側の図の線量評価点の平面

図の1階平面図のところの矢印で※2と書いているところで、まさに距離減衰でここは達成

できる。要は、隣のエリアって作業時はⅣ区分になるけど、ここのRCP点検エリアって作

業時もⅡ区分のままじゃないですか。だから距離減衰が図られているかということだと思

うんですけど、そういう意味では線源の位置をどう置いているかというのが多分重要なポ

イントだと思っていて、そこら辺の説明がちょっと今回、補足説明資料のほうを含めても

ないんですよね。 

 前の41ページだと一例という形で工具の位置、こういうふうに置いていますよという話

がポンチ絵的なところではあるんですけど、少なくとも、特にこういった距離減衰を図っ

ているところについては、線源の位置というところも含めて、少し、どういうふうに評価

しているのかというところを説明を充実いただければと思うんですけれども、よろしいで

しょうか。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 線源の位置につきまして、資料に充実した上で今後、御説明させていただきます。 

○西内安全審査官 規制庁、西内です。 

 そうですね。これは、あくまで一例の話なので、基本的には全ての区分に対して、どう

いうふうに線源を想定して、で、どういうふうに評価しているのかというところも含めて

少し網羅的に説明をいただければと思っています。 

 その上で、ちょっと追加でもう一つなんですけど、先ほど坂本から確認をさせてもらっ

た地下からの影響なんですけど、ここの部分って地下階からの、地下階の直上にある部分

はⅣ区分になりますよねと。そういう地下階からの影響という意味では、このRCPの点検

エリアというのは、これは遮蔽厚で十分、Ⅱ区分でも影響はないというような理解なのか、

遮蔽圧によらずですけど、そもそも多分ここは土とかを通るということで、さらに減衰さ

れるのか、そこの影響をどう考えているかというところについても説明をいただければと

思うんですけど。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 まず、廃液処理室のほうは作業時、区分Ⅳになるんですけれども、その作業が行われて

いるときにつきまして上の1階のエリアというのはⅡ区分になる、Ⅱ区分相当になるとい

うふうに考えております。こちらについては先ほど御説明しましたとおり遮蔽厚を設定し

まして評価を行っておりますので、今後、また御説明させていただきます。 



22 

○西内安全審査官 規制庁、西内です。 

 承知しました。まずは審査資料のほうで充実をいただければと思います。よろしくお願

いします。 

○杉山委員 そのほか、ございますか。 

○渡邉管理官 すみません。規制庁の渡邉です。 

 今のところで、ちょっと念のため。ちょっと聞き漏らしたかもしれないのですけど、今、

御説明いただいたのは、地下階からの影響の話は廃液処理室のところなのですけど、RCP

のインターナル分解点検作業エリアは、もともとⅡ区分で作業時はⅣ区分。この上は吹き

抜けになっていて、インターナルエリア、容器エリアとかがある1階とはつうつうになっ

ているわけですよね。これは、作業時は、これ、作業時というのは、1階のほうの作業時

と地下階のRCPインターナル分解点検作業エリアの作業時というのは、これは同じタイミ

ングになるということですか。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 基本的に遮蔽設計を行う上では、ある場所での作業が行われる際に作業時、具体的には

インターナル分解作業エリアでⅣ区分であるとすると、上のところは作業が行われない通

常時の遮蔽設計を設けるという考え方で設定しております。 

○渡邉管理官 そうすると、地下階のところで作業をしているときであっても、1階の部

分については距離減衰なりなんなりでⅡ区分に抑えられるという、そういう理解ですか。 

○関西電力（河瀬） 関西電力の河瀬です。 

 その御理解で問題ありません。 

○渡邉管理官 分かりました。先ほど網羅的に各エリアについて説明してくださいという

話がありましたので、ここの話についても併せて記載をしておいていただければと思いま

す。 

 以上です。 

○関西電力（河瀬） 関西電力、河瀬です。 

 承知しました。 

○奥調整官 規制庁の奥でございます。 

 規制庁、事務方からの質問事項は以上になります。 

○杉山委員 ありがとうございます。 

 それでは、本日、全体を通して、もし何かあればお願いします。関西電力の側からでも
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結構です。 

○関西電力（四田） 関西電力、特にございません。 

○杉山委員 ありがとうございます。 

 それでは、議題の1を終了いたします。 

 本日予定していた議題は以上となります。 

今後の審査会合のお知らせですが、9月1日（金）に地震・津波関係の非公開の審査会合

を予定しております。 

 それでは、第1179回審査会合を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 


